
市第 100号議案関連資料 

 

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部改正について 

 

１ 趣旨 

  国家戦略特別区域法の改正により新たに創設された「地域限定保育士（正式名称：国家戦略特別区

域限定保育士）」について、市内の児童福祉施設等で働くことができるようにするため、本市の児

童福祉施設等の職員の配置基準を定めた、横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例等を一部改正します。 

 

２ 改正する条例 

(1) 横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

(2) 横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

(3) 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例 

(4) 横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例 

(5) 横浜市認定こども園の要件を定める条例 

(6) 横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 

(7) 横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 

 

３ 改正理由 

  保育士資格試験は、例年合格率が低いなかで年１回の実施となっています。 

  横浜市では、首都圏全域での待機児童対策の取組により保育士が不足していることから、資格取得

を目指す方々を支援するために、国に対して試験の実施回数の拡大を要望してきました。 

  このたび国家戦略特別区域法の改正により、本年度から資格取得後３年間は当該自治体のみで保育

士として働くことができ、４年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士」が新たに創設さ

れ、関係省令及び告示が改正されました。 

本市としても、地域限定保育士の創設は保育士不足の解消に資するものであることから、児童福祉

施設等の職員配置基準で保育士の資格を有することが求められる職種について、保育士の資格に地域

限定保育士を含むものとし、関係条例を改正するものです。 

 

４ 改正内容 

各条例について、保育士の定義に地域限定保育士を追加します。 

※改正内容については別紙のとおり 

 

５ 地域限定保育士について 

  地域限定保育士 （参考）保育士 

勤 務 地 

当該自治体（特区区域内）のみ。 

資格取得後３年を経過すれば、全国で

「保育士」として働くことができる。 

制限なし 

特区区域 
神奈川県、大阪府、沖縄県、 

千葉県（対象地域：成田市） 
－ 

試験科目 保育士と同じ 
筆記試験（８科目） 

実技試験（３分野から２分野を選択） 

 

６ 施行期日 

  条例公布日をもって、施行の日とします。 

平 成 2 7 年 1 2 月 1 0 日 

こども青少年・教育委員会 

こ ど も 青 少 年 局 



【別 添】 
１ 横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

現行 改正案 

(職員)第 27 条 
1～2 （略） 
3 第 1 項の乳児院の看護師は、保育士又

は児童指導員(児童の生活指導を行う者を

いう。以下同じ。)をもって代えることが

できる。ただし、乳幼児 10 人を入所させ

る施設には 2 人以上、乳幼児 11 人以上を

入所させる施設には 2 に乳幼児の数が 10
を超えておおむね 10を増すごとに 1を加

えて得た数以上看護師を置かなければな

らない。 

(職員)第 27 条 
1～2 （略） 
3 第 1項の乳児院の看護師は、保育士（国

家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107
号）第 12 条の４第２項の国家戦略特別区

域限定保育士を含む。以下同じ。）又は児

童指導員(児童の生活指導を行う者をい

う。以下同じ。)をもって代えることがで

きる。ただし、乳幼児 10 人を入所させる

施設には 2 人以上、乳幼児 11 人以上を入

所させる施設には 2に乳幼児の数が 10を

超えておおむね 10を増すごとに 1を加え

て得た数以上看護師を置かなければなら

ない。 

 
２ 横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

現行 改正案 

（職員） 
第 10 条  
1～2（略） 
3  放課後児童支援員は、次のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行

う研修を修了したものでなければならな

い。 
(1) 保育士の資格を有する者 

（職員） 
第 10 条  
1～2（略） 
3 放課後児童支援員は、次のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行

う研修を修了したものでなければならな

い。 
(1) 保育士（国家戦略特別区域法（平成

25 年法律第 107 号）第 12 条の４第２項

の国家戦略特別区域限定保育士を含む。）

の資格を有する者 

 



 
３ 横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例 

現行 改正案 

第 6 条  
1～2（略） 
3 幼保連携型認定こども園に置く園児

の教育及び保育(満 3 歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。)に直接従事

する職員の数は、次の表の左欄に掲げる

園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める員数以上とする。ただし、当該

職員の数は、常時 2 人を下ってはならな

い。 
表中：備考  

１この表に定める員数は、副園長

(幼稚園の教諭の普通免許状 (教育

職員免許法 (昭和 24 年法律第 147

号 )第 4 条第 2 項の普通免許状をい

う。備考 1 において同じ。)を有し、

かつ、児童福祉法 (昭和 22 年法律第

164 号 )第 18 条の 18 第 1 項の登録

(備考 1 において「登録」という。)

を受けた者に限る。)、教頭 (幼稚園

の教諭の普通免許状を有し、かつ、

登録を受けた者に限る。 )、主幹保

育教諭、指導保育教諭、保育教諭、

助保育教諭又は講師であって、園児

の教育及び保育に直接従事する者

の数をいう。  

 

第 6 条 
1～2（略）  
3 幼保連携型認定こども園に置く園児

の教育及び保育(満 3 歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。)に直接従事

する職員の数は、次の表の左欄に掲げる

園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める員数以上とする。ただし、当該

職員の数は、常時 2 人を下ってはならな

い。 
表中：備考  

１この表に定める員数は、副園長

(幼稚園の教諭の普通免許状 (教育

職員免許法 (昭和 24 年法律第 147

号 )第 4 条第 2 項の普通免許状をい

う。備考 1 において同じ。)を有し、

かつ、児童福祉法 (昭和 22 年法律第

164 号 )第 18 条の 18 第 1 項（国家

戦略特別区域法（平成 25 年法律第

107 号）第 12 条の４第８項におい

て読み替えて準用する場合を含

む。）の登録 (備考 1 において「登

録」という。)を受けた者に限る。)、

教頭 (幼稚園の教諭の普通免許状を

有し、かつ、登録を受けた者に限

る。 )、主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭、助保育教諭又は講師

であって、園児の教育及び保育に直

接従事する者の数をいう。  

 



 
４ 横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例 

現行 改正案 

(職員) 
第 23 条  
1（略） 
2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長

が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。)を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると市長が認める者であって、次のいず

れにも該当するものとする。 
 

(職員) 
第 23 条  
1（略） 
2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長

が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。)を修了した保育士（国

家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107
号）第 12 条の４第２項の国家戦略特別区

域限定保育士を含む。以下同じ。）又は保

育士と同等以上の知識及び経験を有する

と市長が認める者であって、次のいずれ

にも該当するものとする 

 
５ 横浜市認定こども園の要件を定める条例 

現行 改正案 

第 3 条  
1（1）～(4)（略） 
(5) 前号に掲げる基準に適合するために

必要となる職員の資格について、次に掲

げる基準に適合すること。 
ア 満 3 歳未満の子どもの保育に従事す

る職員にあっては、児童福祉法第 18 条の

18第1項の規定による保育士の登録(以下

「保育士登録」という。)を受けているこ

と。 

第 3 条  
1（1）～(4)（略） 
(5) 前号に掲げる基準に適合するために

必要となる職員の資格について、次に掲

げる基準に適合すること。 
ア 満 3 歳未満の子どもの保育に従事す

る職員にあっては、児童福祉法第 18 条の

18 第 1 項（国家戦略特別区域法（平成 25
年法律第 107 号）第 12 条の４第８項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による保育士又は同条第２項の国家

戦略特別区域限定保育士の登録(以下「保

育士登録」という。)を受けていること。 

 



 
６ 横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 

現行 改正案 

(従業者の員数) 
第 6 条 指定児童発達支援の事業を行う

者(以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定

児童発達支援事業所」という。)(児童発達

支援センターであるものを除く。以下こ

の条において同じ。)に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 
(1) 指導員又は保育士 指定児童発達支

援の単位ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる指導員又は保育士の合計数が、

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数 
 

(従業者の員数) 
第 6 条 指定児童発達支援の事業を行う

者(以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定

児童発達支援事業所」という。)(児童発達

支援センターであるものを除く。以下こ

の条において同じ。)に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 
(1) 指導員又は保育士（国家戦略特別区

域法（平成 25 年法律第 107 号）第 12 条

の４第２項の国家戦略特別区域限定保育

士を含む。以下同じ。） 指定児童発達支

援の単位ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる指導員又は保育士の合計数が、

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数 

 



 
７ 横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 

現行 改正案 

(従業者の員数) 
第 5条  指定福祉型障害児入所施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。ただし、40 人以下の障害児を

入所させる指定福祉型障害児入所施設に

あっては第 4 号の栄養士を、調理業務の

全部を委託する指定福祉型障害児入所施

設にあっては第 5 号の調理員を置かない

ことができる。 
(1)～(2)（略） 
(3) 児童指導員(児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令

第 63 号)第 21 条第 6 項の児童指導員をい

う。以下同じ。)及び保育士 

(従業者の員数) 
第 5条  指定福祉型障害児入所施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。ただし、40 人以下の障害児を

入所させる指定福祉型障害児入所施設に

あっては第 4 号の栄養士を、調理業務の

全部を委託する指定福祉型障害児入所施

設にあっては第 5 号の調理員を置かない

ことができる。  
(1)～(2)（略） 
(3) 児童指導員(児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令

第 63 号)第 21 条第 6 項の児童指導員をい

う。以下同じ。)及び保育士（国家戦略特

別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第

12 条の４第２項の国家戦略特別区域限定

保育士を含む。以下同じ。） 
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